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県
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報　
　

第
六
十
八
号　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
三

木 曜 日

第
六
十
八
号

　

令
和
二
年

一
月
三
十
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定	

二
三

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
要
措
置
区
域
の
指
定
の
解
除	

二
三

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
の
解
除	

二
三

○
保
安
林
の
指
定
の
予
定	

二
四

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）	

二
四

○
道
路
の
供
用
開
始	

二
四

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定	

二
五

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定	

二
五

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
（
二
件
）	

二
五

○
土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

	

二
六

　

（
二
件
）

○
都
市
計
画
の
変
更
図
書
の
縦
覧
（
二
件
）	

二
六

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分	

二
七

　
　
　
　

公
安
委
員
会

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正	
二
七

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
十
六
号

　

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
が

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
森
林
環
境

部
大
気
水
質
保
全
課
及
び
山
梨
県
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

指
定
す
る
区
域　

韮
崎
市
三
ツ
澤
字
西
坊
来
石
六
百
五
十
番
の
一
部

二	　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

山
梨
県
告
示
第
十
七
号

　

土
地
が
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を

防
止
す
る
た
め
当
該
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
と
し
て
令
和
元
年
山
梨
県

告
示
第
五
十
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
、
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第

五
十
三
号
）
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
指
定
を
解
除
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県

森
林
環
境
部
大
気
水
質
保
全
課
及
び
山
梨
県
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

指
定
を
解
除
す
る
区
域　

甲
斐
市
中
下
条
字
東
河
原
二
千
番
十
一
及
び
二
千
番
十
二
の
各
一
部

二	　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三	　

指
定
を
解
除
す
る
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置　

な
し
（
土
壌
汚
染
対
策

法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
実
施
し
た
結
果
、
土
壌
汚
染
対

策
法
施
行
規
則
第
三
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
基
準
不
適
合
土
壌
が
存
在
す
る
お
そ
れ
が
な
い

土
地
と
認
め
ら
れ
た
。
）

山
梨
県
告
示
第
十
八
号

　

土
地
が
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
と
し
て
令
和
元
年
山
梨
県
告
示
第
五
十
一
号
に
よ
り
指
定

し
た
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
、
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
指
定
を
解
除
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
森
林
環
境
部
大
気
水
質
保

全
課
及
び
山
梨
県
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

指
定
を
解
除
す
る
区
域　

甲
斐
市
中
下
条
字
東
河
原
二
千
番
一
及
び
二
千
番
十
一
の
各
一
部
並
び

に
二
千
番
十
の
全
部

二	　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三	　

指
定
を
解
除
す
る
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置　

な
し
（
土
壌
汚
染
対
策

法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
実
施
し
た
結
果
、
土
壌
汚
染
対



山
梨
県
公
報　
　

第
六
十
八
号　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
日

二
四

策
法
施
行
規
則
第
三
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
基
準
不
適
合
土
壌
が
存
在
す
る
お
そ
れ
が
な
い

土
地
と
認
め
ら
れ
た
。
）

山
梨
県
告
示
第
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

保
安
林
の
所
在
場
所　

笛
吹
市
芦
川
町
上
芦
川
字
水
出
一
六
九
六
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。）

二　

指
定
の
目
的　

公
衆
の
保
健

三　

指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　

2
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

3　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

笛
吹
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
二
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

甲
斐
早
川
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
ア
ル
プ
ス
市

安

倉
字
二
階
四
〇
番
地
先
か

ら南
ア
ル
プ
ス
市

安

倉
字
二
階
四
〇
番
地
先
ま

で

旧

九
・
七
〜九
・
七

四
〇
・
六

新

一
〇
・
四
〜

三
二
・
六

四
〇
・
六

山
梨
県
告
示
第
二
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

大
菩
薩
初
鹿
野
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
州
市
塩
山
中
萩
原
字
萩
原
山
四
〇
八
一
番
一
地

先
か
ら

甲
州
市
塩
山
中
萩
原
字
萩
原
山
四
〇
八
一
番
一
地

先
ま
で

旧

七
・
七
〜一四

・
三

五
四
・
六

新

八
・
九
〜二七
・
一

五
四
・
六

山
梨
県
告
示
第
二
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

河
口
湖
精
進

線

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
石
字

湖
中
二
五
八
五
番
二
〇
五
地
先
か

ら

二
〇
二
・
三

令
和
二
年
一

月
三
十
日


